
◆「市民公益活動緊急支援助成金」横浜市市民協働推進センター 

 市民の暮らしを支える地域の居場所づくり等、公益性の高い活動を支援するため、

活動の継続と今後の回復期を見据えた事業展開を支援する助成事業を実施します。 

Ａ「新型コロナウィルス感染予防対策や回復期に向けて新たな展開を図る事業」 

 対象：市内で横浜市民への非営利の公益活動を行う団体 

 助成金額：最大 30万円 

Ｂ「中間支援組織が行う他団体への支援」 

 対象：市内で横浜市民への非営利の公益活動を行う団体に向けた支援を行う中間支

援組織 

 助成金額：１団体への支援につき最大 20万円（5団体分まで） 

Ａ・Ｂ共通 

【事前相談受付】事前相談受付フォームへの入力 6/25(木)～7/22（水） 

【申請受付】7/8(水)～8/7（金） 

 詳細は横浜市市民協働推進センターホームぺージでご確認ください。 

https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/ 
◆「地域助け合い基金」公益財団法人さわやか福祉財団 

対象：地域で暮らす人同士の助け合い活動。国内の活動に限る。個人の活動は除く。 
1.コロナ禍対応助成 
(1)コロナ禍により被った助け合い活動の被害額支援(活動関係者が自ら補填する額) 
 ・活動を引き続き実施または継続を予定する場合 ・上限の目安 20 万円 
(2)コロナ禍により生じた生活上の不便・不安を解消するための助け合い活動 
 ・申請時から概ね 1 カ月以内に実施する取り組み ・上限 10 万円 
2.共生社会推進助成 
 ・地域の助け合いを維持・発展する活動(新たに団体を設立する場合、または新た

に活動を広げる場合) 
・申請時から概ね 6 カ月以内に実施する取り組み ・上限 15 万円 
詳細はホームぺージをご覧ください。担当：内田 

 https://www.sawayakazaidan.or.jp/covid19-donate/ 
◆ NPO 法人対象の新型コロナウイルス感染症関連支援等の情報 

NPO法人向け新型コロナウイルス感染症関連ポータルサイト 検索 
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〒225-0024青葉区市ケ尾町 31-4(青葉区役所 1F) 

TEL：978-3327  FAX：972-6311 

Eメール：ao-machikatsu@city.yokohama.jp         

ホームページ 青葉区区民活動支援センター 検索  

〈開所時間〉月曜～金曜 8:45～17:00 第 2.4土曜 9:00～12:00 

〈休所日〉  第 2.4土曜以外の土曜、日・祝日年末年始（12/29～1/3） 

                       

 

  
 

青葉区区民活動支援センター情報紙 

〈今月の FＭサルース〉 

「なしかちゃんコーナー」 

7/14（火）11：05頃～ 

【NPO法人 BPKS-JAPAN】 
障害がある人の起業に必要な
知識と礼儀、海外起業や外資
系企業との交渉術、英語と
IT支援 

〈今月のまち活ギャラリー〉 

7/6(月)～7/17(金) 

【未来の樹・あおば】 

重症心身障害児・者が住み慣れ

た地域で自分らしく暮らし続

ける場を求める会の活動紹介 

7/20(月)～7/31(金) 

【新日本婦人の会 

青葉支部】 
原爆パネル展示他 

〈今月のパネル〉 

まち活パートナーズ紹介 

「学びのパートナー」編
スポーツ・アウトドア 

暮らし・料理 活動団体お役立ち情報 ～新型コロナウィルス感染症関連～ 

【まち活】とは？     青葉のまちをさらに元気に・魅力的にするために、区民の皆さんが青葉のまちで活き活きと活動し、

まちを活性化していただくことを目指しています。 あなたのまち活を青葉区区民活動支援センターがお手伝いします！ 



【ご利用上の注意】 

・咳や 37.5 度以上の発熱、倦怠感、味覚・嗅覚の異常等、体調不良の場合は利用を見合わせてください。  

・マスクを着用、手指消毒をしてください。・飲食はできません。・お話はビニール越しにお伺いします。 

【相談・コーディネート窓口】 

原則、電話・Eメール・ＦＡＸ等でご相談ください。来所の際は事前に予約の上必要最小限の人数でお願いします。 

【ミーティングコーナー】 

事前に電話・Ｅメールでご予約ください。利用定員：小テーブル 3人、大テーブル 6人（2時間以内） 

【リソグラフ、紙折り機等】 事前に電話・Ｅメールでご予約ください。（作業者は必要最小限の人数で） 

【貸ロッカー・連絡ボックス】 利用可能 

【機材の貸出】  利用可能（マイクセット、ハンズフリー拡声器を除く） 

※青葉区区民交流センター（田奈）のご利用については専用ホームぺージをご確認ください。 

青葉区区民交流センター 検索 
 

新型コロナウイルスの感染症拡⼤防止のため、センターは以下の条件でご利用ください。 
 

 
 
  
 
 
 
 

コロナ以前の日常が少しずつ戻ってきましたが、まだまだ団体活動については不便な場面が多いのではないでしょ

うか。すでにご利用の方もおられると思いますが、Web を利用したオンライン会議でつながってみませんか。 
利用できるいくつかのツールをまとめてみました。Zoom については、認定ＮＰＯ法人市民セクターよこはま HP で

初めての方にもわかりやすく紹介されていますのでおススメです。 
市民セクターよこはま 検索 

 

◆Zoom  3人以上の利用で40分まで無料  Zoom 検索 

◆Skype  サインアップ不要 Skype 検索 

◆Google Meet  Googleのアカウントが必要（アカウントは無料で作成できる）Google Meet  検索 

◆LINE（ビデオ通話） LINE利用者間でワンクリックで利用可能。パケット料金がかかる。 

・LINE利用者 LINEビデオ通話 検索     ・LINE未使用者 LINE 検索 

※利用条件等は随時変更となる可能性があります。ご利用の際はホームページ等で最新の情報をご確認ください。 

集まれない時のお役立ちツール 

〔編集後記〕 街にもだんだんと活気が見られるようになりました。なかなかすべてがこれまで通り、とはいきませんが、

楽しい・うれしいと思える時間を積極的に増やしていきましょう。これから暑くなりますので、感染症拡大防

止対策と熱中症防止対策を取りつつ、体に気を付けて元気に過ごしましょう。（SJ） 

7 月 

 

センターからのお知らせ 

団体活動する際に気をつけていただきたいこと 

団体活動を再開する場合においては「新しい生活様式」に基づく行動をとりながら、新型コロナウイルス感染

症拡大防止に努めましょう。 
◆予めご自宅等で検温し、発熱(37.5度を目安)又は風邪の症状がある場合は参加を控えましょう。 

◆マスク着用又はハンカチで口を覆う等の咳エチケットをしましょう。 

◆参加者同士で最低 1m(できれば 2m)の距離を保ちましょう。 

◆大声での会話は控えましょう。 

◆備品を利用する際には、手指消毒又は石鹸による手洗いをしましょう。 

また、備品類の取扱者を事前に定め、複数人での共用は控えましょう。 

◆その他、厚生労働省の「新しい生活様式」を参考に活動しましょう。 

新しい生活様式 検索 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

つの密を避けましょう！ 

①換気の悪い密閉空間 ☓ 

②多数が集まる密集場所☓ 

③間近で会話や発声をする 

密接場面☓ 

 

 
 

 

（7 月 1 日現在） 


